
2026.5.28 (木)

講　師

お申込み

右記の専用フォームより
申込みください。

申し込み期限

横手　崇

中小企業・小規模事業者の皆様向け

5.29 (金)

2026.

14:00-14:30

厚生労働省委託事業（受託者：全国社会保険労務士会連合会）

〒600-8815　京都市下京区中堂寺粟田町90　京都リサーチパーク8号館308号室

テーマ

定　員

内　容

こども性暴力防止法の施行に伴う

　　　　　　　労務管理のポイント

※各社２名まで参加可能。

※セミナー終了後は、アンケートのご協力をお願いします。

50名

こども性暴力防止法の概要と

　　施行のポイント　

認定事業者に求める対応

採用時書面の見直しポイント

就業規則改定のポイントと

　　事前準備

2026年12月25日施行のこども性暴力防止法に備え、

企業が押さえるべき労務管理の実務を解説します。

認定対象となる事業者に求められる対応や求人票・就業規則等

の整備ポイントを分かりやすく紹介します。

京都働き方改革推進支援センター
TEL:0120-417-072    Mail:kyoto@workstylereform.net

無料！
参加費

こども性暴力防止法こども性暴力防止法こども性暴力防止法
【オンラインセミナー】

特定社会保険労務士

の施行に伴うの施行に伴うの施行に伴う

労務管理労務管理労務管理のののポイントポイントポイント
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